
公募型企画競争にかかる公告

次のとおり公募型企画競争に付します。

平成２３年 ３月 １日
経理責任者

独立行政法人国立病院機構
指宿病院長 田中 康博

１ 調達内容

（１）業務委託件名
医事業務委託契約

（２）調達案件の仕様等
別紙説明書・仕様書・契約書案のとおり

（３）契約期間
平成２３年４月１日 ～ 平成２５年３月３１日

（４）履行場所
独立行政法人国立病院機構指宿病院

（５）決定方法
第一交渉権者の決定は、下記のとおり公募型企画競争方式にて行う。

① 当院が別添のとおり提示する審査基準評価のための業務計画、提案、技術等
に関する企画提案書及び見積書を参加者は提出する。

② 提出された企画提案書について、当院経理責任者が指名した当院役職員等で
構成する契約審査委員会が内容を審査する。審査方法は、評価項目ごとに点数
化を行い、この評価点数は後に記載する開封の日時・場所において各々に公表
する。

③ 見積書の開封を行い見積金額を点数化し、委員会の評価点数に加点して最も
点数の高い企画提案書提出者を第一交渉権者とする。但し、見積金額が当院の
作成した予定金額を上回った参加者は失格とする。

２ 競争参加資格

（１）独立行政法人国立病院機構契約事務取扱細則（以下、契約細則という）第５条の規
定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であっても、
契約締結のために必要な同意を得ているものは、同条中、特別の理由がある場合に該
当する。

（２）契約細則第６条の規定に該当しない者であること。

（３）厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供」のＡ、Ｂ、Ｃ又はＤの等
級に格付けされ、九州・沖縄地域の競争参加資格を有する者。

（４）契約細則第４条の規程に基づき、経理責任者が定める資格を有する者であること。

３ 見積書の提出場所等

（１）説明書の交付場所、見積書の提出場所、問い合わせ先
〒891-0498 鹿児島県指宿市十二町4145
独立行政法人国立病院機構指宿病院
契約係長 西 康一郎 電話0993-22-2231 内線240

（２）説明書及び仕様書等の交付日時及び場所
日時：平成２３年 ３月 １日から平成２３年 ３月 ８日

平日の８時３０分～１７時１５分
場所：（１）の場所で交付する。

＊ なお説明書等交付の際に公募型企画競争に関する簡単な説明を行い、別途
説明会は実施しない。疑義事項については随時問い合わせ可。

（３）企画提案書等の提出期限
平成２３年 ３月 ８日（火）１７時１５分

＊ 提出方法は持参又は郵送（書留郵便に限る）以外の提出方法は無効。

（４）プレゼンテーションの日時及び場所
平成２３年 ３月 ９日（水） 国立病院機構指宿病院 会議室

＊ 参加者は、提出した企画提案書について、経理責任者の指示に基づき、プ
レゼンテーションを実施すること
開始時間等詳細（10時～12時開催予定）については、調整のうえ後日連絡する。

（４）見積書の開札の日時及び場所
平成２３年 ３月 ９日（水） 国立病院機構指宿病院 会議室

＊ 開始時間等詳細（13時開催予定）については、調整のうえ後日連絡する。

４ その他

（１）交渉権者の決定方法
当院で審査した「評価点」「価格点」の合計点が最も高い者を、第一順位の交

渉権者（以下「第一交渉権者」という）とする（計算過程により生ずる小数点は
２位以下を四捨五入する）。

なお、最高点が同点で２人以上ある場合は、直ちに当該参加者にくじを引かせ
て交渉順位を定める。参加者又はその代理人が直接くじを引くことができないと
きは、本契約事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き、交渉順位を決
定するものとする。

ただし、①見積価格によっては、契約の内容に適合した履行がなされないおそ
れがあるとき、②契約を締結することが、公正な取引の秩序を乱すおそれがある
ときは、次順位の交渉権者を第一交渉権者とすることがある。

さらに、第一交渉権者となるべき者の企画提案書の「評価点」が審査基準６０
点（標準的配点）未満の場合は経理責任者が指名した当院所属の役職員で構成さ
れた契約審査委員会に諮り可否について判断する。

（２）契約手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨。

（３）契約保証金
免除

（４）契約書作成の要否
要

（５）詳細は説明書による。


